
令和 2 年度 

 

もくせい会総会要項 
 

 

       日時  令和 2 年 4 月 28 日（火） 午後 3 時 15 分 

       場所  志木市立志木第四小学校 

            ふれあいルーム（北校舎 2 階） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

志木市立志木第四小学校もくせい会 

 

総会次第 

 

１．開会の言葉 

２．会長挨拶 

３．議長選出 

４．議事 

    第一号議案 令和元年度事業報告並びに決算報告の件 

    第二号議案 規約改正承認の件 

    第三号議案 令和 2年度事業計画案並びに予算案承認の件 

    第四号議案 令和 2年度本部役員及び会計監査委員承認の件  

５．新会長挨拶並びに新本部役員及び新会計監査委員紹介 

６．来賓祝辞 

７．学校長挨拶並びに教職員紹介 

８．閉会の言葉 
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第一号議案 

令和元年度 事業報告 

定 期 総 会 令和元年 4月 2５日 

運 営 委 員 会 3回 

臨時運営委員会 1回 

代 表 者 会  1回 

6/28     給食試食会開催 

9/7 市Ｐ連親睦バレーボール大会 

9/21 運動会 協力 

10/16 市Ｐ連全体研修会 

11/2    40周年記念集会およびバルーンリリース 

11/26 持久走大会 協力 

12/10   親の学習 

【年間を通じて】 

『木犀～みんなのしんぶん～』 発行（年 3回） 

『運営委員会報告』 発行（年 3回） 

『もくせい会だより』発行（年 3回） 

防犯パトロール（館地区） 

旗振り当番（幸町地区） 

古紙回収（館地区） 

アルミ缶回収

インクカートリッジ回収（ベルマーク活動）

学用品リサイクル

もくせい会主催クリーン作戦（年 2回）

学校主催のクリーン作戦に協力（年 3回）<

四小朝のあいさつ運動 <3/5中止> 28回 

地域ＤＥ子ども見守り隊の活動

県Ｐ連保険加入

志木市社会教育活動指導者賠償責任保険加入

市Ｐ連の活動

もくせい会ホームページ更新

【本部役員会】 

役員会 <第 6回本部役員会中止> 7回 

市Ｐ連 定期総会・懇親会 

校外委員と地域への挨拶回り 

もくせい会会費集金 

新入学児童保護者説明会参加 

卒業式 <児童・教職員のみの実施のため欠席>    

会計監査 

入学式 出席 

5/11 

5/16 

5/23 

1/30 

3/24 

4/7 

4/9 

4/16 給食費監査 

【地域ＤＥ子ども見守り隊】 

会議（3/3の会議は中止）  ９回 

パトロール活動 ３回 

9/2 朝のあいさつ運動 

12/7 ふれあいコンサート（於：二小体育館） 

１/20 朝のあいさつ運動 

4/13  朝のあいさつ運動 <中止> 

【市Ｐ連】 

市Ｐ連会長副会長会議 

志木市立図書館協議会 

志木市コミュニティ協議会 

志木市コミュニティ協議会広報部会 

9/7 市Ｐ連親睦バレーボール大会 

10/16 市Ｐ連全体研修会 

【その他】 

5/16   「家庭教育学級及び親の学習」説明会 

6/22 志木二小&四小おやじクラブ総会、懇親会 

7/5 青少年育成推進員とＰＴＡの懇談会 

7/26    南部地区人権教育実践報告会 

11/6 学校保健委員会 

1１/19 朝霞地区青少年健全育成地域の集い 

1１/27  南部地区学校・家庭・地域連携実践発表会 

【学級代表委員会】 

学年担当の先生と会員間のパイプ役として活動 

   学年により茶話会、親子レク実施 

もくせい会と会員間のパイプ役としての活動 

学級代表委員会 3回 

役員・係登録名簿 作成・管理 

もくせい会活動と学校への協力 

給食試食会の運営に協力 1回 

学用品リサイクルの回収と配布 2回 

クリーン作戦実施の協力 5回 

次年度役員選出と係登録
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総会の司会・議長 

総会の準備・片づけ 

【選考委員会】 

10/23 「令和 2 年度もくせい会会長・副会長選出につい

て」、「令和 2 年度の会長・副会長 立候補・推薦

のお願い」配付 

12/3    「令和 2 年度の会長・副会長 立候補・推薦結果

報告」メール配信 

１月 「来年度本部役員について」配付  

 

 

【子どものための行事委員会】 

子どものための行事委員会   3回 

 

＜芸術鑑賞教室＞ 

10/15 「芸術鑑賞教室のご案内」配付 

11/5  芸術鑑賞教室開催 

 

＜古紙回収＞ 

5/10 各街区管理事務所へ挨拶 

毎月初旬 ポスター掲示 

 

＜アルミ缶回収＞ 

5/22 「アルミ缶係登録当番表」「アルミ缶係の活動内

容について」「アルミ缶回収についてのお願い」

配付 

 

 

【広報委員会】 

広報委員会     7回 

行事取材    11回 

「木犀～みんなのしんぶん～」   49号・50号・51号 

 

5/13 広報紙講習会 

10/1 北足立南部地区ＰＴＡ広報紙コンクールにて優

秀賞受賞 

 

 

【校外委員会】 

校外委員会    3回 

5/16 地域への挨拶回り 

10/8   新 1年生登下校班調査手伝い（就学時健診時） 

 

＜地域ＤＥ子ども見守り隊＞ 

役員会議    3回 

集い      1回 

5～R2.4月  館地区防犯パトロール 

幸町地区旗振り 

 

＜志木市交通安全母の会＞ 

総会及び総会リハーサル    ３回 

理事会      ５回 

啓発活動     ４回 

朝の交通安全指導          ４回 

秋の交通安全運動朝霞地区統一出発式  １回 

 

１１～３月 交通安全母の会 高齢者への啓発運動 

6/28 「『朝の交通安全指導』について」配付 

 

 

【バレーボール係】 

開放委員会 <3/6中止>                5回 

5/15 結団式 

6/22  市Ｐ連親睦バレーボール大会担当者合同会議  

7/9 「市Ｐ連親睦バレーボール大会のご案内と応援

協力のお願い」、「市Ｐ連親睦バレーボール大会

応援のお願い」配付 

7/11   学校施設利用団体鍵の更新手続き 

9/7 市Ｐ連親睦バレーボール大会 

選手のサポート、係登録者の受付、片づけ、応援 

12/19 学校施設利用の説明会 

 

 

【研修会係】 

6/28   「係活動のお知らせ」配付 

9/4 「志木市立学校ＰＴＡ連合会『全体研修会』への

ご案内」配付 

10/16 志木市立学校ＰＴＡ連合会全体研修会 

10/7 「学校保健委員会のご案内」配付 

11/6 学校保健委員会 

12/10   親の学習 

 

 

【読み聞かせ係】 

4/25    担当の先生と打合せ 

6/6 「読み聞かせ係のシフト決定について」配付 

7/１ 第 1回読み聞かせ 開催 

10/７ 第 2回読み聞かせ 開催 

1/20 第 3回読み聞かせ 開催 

3/9 「読み聞かせ報告」ホームページ掲載 

 

 

【運動会係】 

8～9月 担当の先生と打ち合わせ  

9/5 「運動会に関するお知らせ」配付 

9/6     「第 40回運動会自転車の置き方」 

        「運動会もくせい会種目参加のご案内」配付 

9/20   前日準備 

9/21 第 40回運動会 

当日お手伝い係説明、自転車整理、未就学児

競技担当、片づけ 

 

 

【持久走大会係】 

10/18 担当の先生と打ち合わせ 

11/8    「持久走大会前のコース清掃のお知らせ」配付
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11/19   「第 40回校内持久走大会お手伝い実施要項」 

配付 

11/25   前日コース清掃 

11/26 第 40回校内持久走大会 

 

 

【地域係】 

11/2    「ふれあいコンサート合唱の案内」配付 

12/７ 「ふれあいコンサート」参加・観覧 
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第二号議案 

規約改正(案) 

【改正】 

第 7章 本部役員 

第 13条  この会の本部役員は次のとおりである。 

会長 2名、副会長 3名、書記若干名、会計若干名、庶務若干名。 

ただし、副会長 3名の内、1名を教頭とする。 

上記役員は、会計監査委員を兼ねることができない。 

第 23 条  会長・副会長を務めた人は、該当する子ども以外の兄弟姉妹につい

ての役員については免除とする。また任期期間中の係活動も免除と

する。 

【追加】 

第 7章 本部役員 

第 24 条  会長・副会長以外の本部役員および委員長を務めた人は、該当する

子ども以外の兄弟姉妹についての役員については免除とする。 



７ 

第三号議案 

令和 2年度事業計画（案） 

①各活動

本部役員会 

学級代表委員会・選考委員会・子どものための行事委員会・広報委員会・校外委員会 

係登録 

バレーボール・研修会・読み聞かせ・運動会・持久走大会・立哨・地域・アルミ缶・卒業対策 

②年間活動

定期総会 環境整備協力 

運営委員会 地域ＤＥ子ども見守り隊 

（子どもの安全に係わる活動への協力と参加） 臨時運営委員会 

代表者会 埼玉県ＰＴＡ連合会保険制度加入 

校外活動 志木市社会教育活動指導者賠償責任保険加入 

古紙・アルミ缶回収 志木市立学校ＰＴＡ連合会 

インクカートリッジ回収（ベルマーク活動） 他団体との連絡提携 

学用品リサイクル その他 

バレーボール部 
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第四号議案 

令和 2 年度 本部役員および会計監査委員（案） 
 

令和 2 年度もくせい会本部役員を下記の通り提案いたします。 

外 会 長                    

内 会 長            

副 会 長           （教 頭） 

副 会 長         

副 会 長            

書   記         

書   記       

会   計            

会   計            

庶   務          

庶   務            

庶   務         

庶   務       

庶   務       

令和 2 年 4 月 28 日 

                   選考委員会委員長 

   

会計監査委員は、規約第 8 章第 22 条により下記の通り提案いたします。 

            会計監査委員          （教職員代表） 

会計監査委員              

会計監査委員           

令和 2年度 顧問 

規約第 13 章第 36 条により下記の通りです。 

顧   問         

                                          （敬称略）                        
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志木第四小学校「もくせい会」規約 

 

 

第 1章 名称および事務所 

 

第 1条   この会は志木第四小学校「もくせい会」と称し、事務所を志木第四小学校におく。 

 

第 2章 目的および活動 

 

第 2条   この会は、もくせい会と学校とが協力して、家庭と学校と社会における児童の幸福な 

成長をはかることを目的とする。 

第 3条   この会は、前条の目的をとげるために次の活動をする。 

1．よい会、よい学校となるように努める。 

2．もくせい会と学校との緊密な連絡によって児童の生活を見守る。 

3．児童の生活環境をよくする。 

 

第 3章 方 針 

 

第 4条   この会は教育を本旨とする民主的な会として、次の方針に従って活動する。 

1．児童の教育のために、活動する他の団体および機関と協力する。 

2．特定の政党や宗教にかたよることなく、また営利を目的とするような行為を行わな

い。 

3．この会または、この会の役員の名で、公私の選挙の候補者を推薦しない。 

 

第 4章 会 員 

 

第 5条   この会の会員となることのできるものは次のとおりである。 

1．志木第四小学校に在籍する児童の父母または、これに代わるもの。 

2．志木第四小学校の教職員。 

第 6条   この会の会員は会費を 1家庭年額 2,400円納めるものとする。 

第 7条   会員はすべて平等の義務と権利を持つ。 

 

第 5章 経 理 

 

第 8条   この会の活動に要する経費は、会費およびその他の収入による。 

第 9条   この会の経理は、総会において議決された予算に基づいて行われる。 

第 10条  この会の決算は、会計監査を経て、総会に報告され、承認されなければならない。 

第 11条  この会の会計年度は、毎年 4月 1日に始まり、翌年 3月 31日に終わる。 

 

第 6章 役 員 

 

第 12条  クラス役員は各学級より必要数を選出する。 
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第 7章 本部役員 

 

第 13条  この会の本部役員は次のとおりである。 

会長 1名、副会長 3名、書記若干名、会計若干名、庶務若干名。 

ただし、副会長 3名の内、1名を教頭とする。 

上記役員は、会計監査委員を兼ねることができない。 

第 14条  会長および、その他の本部役員は、総会において承認される。 

第 15条  本部役員の任期は 1年とする。ただし再任を妨げない。 

第 16条  会長は、総会、運営委員会および代表者会を招集する。 

第 17条  副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時はその職務を代行する。 

第 18条  書記は、会長の指示に従ってこの会の記録事務を行う。 

第 19条  会計は、会長の指示に従っていっさいの会計事務を処理する。 

第 20条  庶務は、会長の指示に従ってこの会の庶務に従事する。 

第 21条  本部役員に欠員が生じた時は、運営委員会がこれを補充する。 

第 22条  会長・副会長は、原則として前年度に決定し、クラス役員には含まない。 

       やむ負えず、決定できない場合は、新年度のクラス役員（1年生の保護者は除く）より 

       選出する。 

第 23条  会長・副会長を務めた人は、該当する子ども以外の兄弟姉妹の役員については免除 

       とする。 

 

 第 8章 会計監査委員 

 

第 24条  この会の経理を監査するため 3名の会計監査委員を置く。 

ただし 3名の内、1名を教職員とする。 

第 25条  会計監査委員は、総会において承認される。 

第 26条  会計監査委員の任期は 1年とする。ただし再任を妨げない。 

 

第９章 委員会 

 

第 27条  この会の活動に必要な事項を実現するために各委員会を置く。 

第 28条  特別な事項について必要がある時は、臨時の委員会を設けることができる。 

第 29条  委員会には、委員長１名、副委員長１名を置く。 

 

第 10章 総 会 

 

第 30条  総会は全会員をもって構成され、この会の最高決議機関である。 

第 31条  総会は、定期総会および臨時総会とする。 

1．定期総会は、4月～5月に開催する。 

2．臨時総会は、運営委員会が必要と認めた時、または会員の 4分の 1以上の要求が

あった時開催する。 

第 32条  総会の議事は、出席者の過半数で決する。 

第 33条  総会は次の事項を議決する。 

       １．事業報告および事業計画 
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       ２．規約の改正 

       ３．予算並びに決算の承認 

       ４．その他の重要事項 

       総会の議長は、総会において会員の中から選出する。 

 

 

第 11章 運営委員会 

 

第 34 条  運営委員会は、本部役員、学級代表委員、委員会代表、教職員をもって構成され、こ

の規約に定める事項を審議または運営処理する。 

 

第 12章 代表者会 

 

第 35条  代表者会は、本部役員、委員会代表をもって構成され、次年度の運営に必要な事項

を審議する。 

 

第 13章 細 則  

 

第 36条 この会の運営に関し、必要な細則はこの規約に反しない限りにおいて、運営委員会の

議決を経て定める。  

第 37 条 運営委員会は、細則を制定または改廃した場合には、その結果を次期総会に報告しな

ければならない。  

第 38条  この会の円滑な運営を目的として、必要に応じて顧問を置く。顧問は会長を退任したも

のとする。 

 

第 14章 個人情報取り扱いについて 

 

第 39条 個人情報の取り扱いについては「志木第四小学校もくせい会個人情報取扱方法」により

対処する。 

 

第 15章 改 正 

 

第 40 条 この規約は、総会において出席者の過半数以上の賛成がなければ改正することができ

ない。  

 

第 16章 付 則 

この会則は、昭和 56年 5月 9日より施行する。 

この会則は、昭和 57年 4月 16日、一部改正施行する。 

この会則は、平成 7年 4月 21日、一部改正施行する。 

この会則は、平成 13年 5月 1日、一部改正施行する。 

この会則は、平成 17年 5月 6日、一部改正施行する。 

この会則は、平成 18年 5月 10日、一部改正施行する。 

この会則は、平成 22年 5月 7日、一部改正施行する。 

この会則は、平成 23年 5月 6日、一部改正施行する。 
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この会則は、平成 24年 5月 2日、一部改正施行する。 

この会則は、平成 26年 4月 30日、一部改正施行する。 

この会則は、平成 27年 4月 30日、一部改正施行する。 

この会則は、平成 29年 5月 10日、一部改正施行する。 

この会則は、平成 30年 5月 8日、一部改正施行する。 

この会則は、平成 31年 4月 25日、一部改正施行する。 

 

細  則 

 

第 1章 慶 弔 

 

第 1条   児童および会員が下記に該当する場合には、慶弔の意を表す。 

1．児童、会員の死亡の時は、金 5,000円を贈る。 

2．教職員が疾病負傷等により入院した時は、金 3,000円を贈る。 

（ただし 1週間以上とする） 

3．児童が学校管理下において負傷により入院した時は、金 3,000円を贈る。 

（ただし、1週間以上とする） 

4．教職員が転退職した場合は、記念品を贈る。 

5．教職員が結婚した場合は、祝金 3,000円を贈る。 

（学年、学級単位では行わない） 

6．返礼は必要としない。 

 

第 42章 改 正 

 

第 42条   この細則は、運営委員会において構成委員の 3分の 2以上の賛成がなければ、改

正することができない。改正の結果は次期総会に報告する。 

 

 

付 則 

 

この細則は、平成 28年 3月 2日、一部改正施行する。 
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志木第四小学校もくせい会個人情報取扱方法 

 

第1章 目 的 

 

第1条 この個人情報取扱方法は、志木第四小学校もくせい会（以下「本会」という。）が取得・保

有する個人情報の適正な取り扱いを定めることにより、本会活動の円滑な運営を図るとと

もに、個人情報に関する会員の権利・利益を保護することを目的とする。 

 

第2章 指 針 

 

第2条 本会は個人情報に関する法令等を遵守し、個人情報保護法に則って運用管理を行う。

活動においても個人情報の保護に努め、要配慮個人情報は取扱わないものとする。 

 

第3章 周 知 

 

第3条 個人情報取扱方法は、総会資料または通知などにより会員に周知する。 

 

第4章 利用目的 

 

第4条 本会では個人情報を次の目的のために利用する。 

（1） 会費請求、管理等のための連絡 

（2） 文書等の送付 

（3） 本会役員・委員・会員名簿等の作成 

（4） 委員選出及び役員候補者選出、その他もくせい会活動実施のため 

 

第5章 個人情報の取得 

 

第5条 本会が取扱う個人情報及び利用の同意ついては、もくせい会会長に書面で提出された、

氏名、電話番号、その他必要とするもので同意を得た事項とする。 

 

第6章 同意の取消し 

 

第6条 会員は、取得に同意した場合であっても、その後の事情により個別の項目または全ての

事項について、同意を取り消すことができる。 

第7条 不同意の申し出があった場合、直ちに該当する個人情報を廃棄または削除しなければ

ならない。ただし、名簿などとして既に配布しているものについては、削除の連絡をするこ

とでこれに替える。 
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第7章 管 理 

 

第8条 個人情報は、本会が適正に管理し、不要となった場合は適正かつ速やかに廃棄する。 

 

第8章 第三者提供の制限 

 

第9条 本会は、次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三

者に提供してはならない。 

（1） 法令に基づく場合 

（2） 人の生命、身体または財産の保護のために必要が有る場合であって、本人の同意を得る事

が困難であるとき 

（3） 公衆衛生の向上または児童の健全育成の推進のために特に必要がある場合であって、本

人の同意を得ることが困難であるとき 

（4） 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂

行に支障を及ぼすおそれがあるとき 

 

第9章 改 正 

 

第10条 この個人情報取扱方法は、運営委員会において実施する。ただし運営委員会構成委

員の 3分の 2以上の賛成がなければ、改正することができない。改正の結果は次期総会

に報告する。 

 

第10章 管理者・取扱者 

 

第１１条 管理者を会長、取扱者を運営委員会構成員とする。 

 

第11章  秘密保持義務 

 

第 12条 管理者、取扱者は個人情報をみだりに他人に知らせ、また不当な目的のために使用し

てはならない。その職を退いた後も同様とする。 

 

第12章  利用目的の明示 

 

第 13 条 個人情報を取得する際はあらかじめその個人情報の利用目的を決め、本人に明示す

る。なお、要配慮個人情報などを収集する場合は、あらかじめ本人の同意を得る。 

 

付 則 

 

この個人情報取扱方法は、平成 30年 3月 9日より施行する。 

この個人情報取扱方法は、令和元年 5月 26日、一部改正施行する。 




